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報告第 1号 
 

第７４回国民体育大会下妻市実行委員会輸送交通専門委員の変更 
  
準備委員会第１回輸送交通専門委員会会議（平成２９年３月１６日開催）以降、平成

３０年２月２０日までの間における専門委員の変更について、第７４回国民体育大会下

妻市実行委員会会則第１３条において準用する第８条第３項の規定により報告する。 
 
○輸送交通専門委員                         （敬称略） 
所属機関・団体・役職名 新任者 前任者 就任年月日 

茨城県常総工事事務所 
道路管理課長 

久 松  勝 弘 小 島  保 平成２９年４月１日 

下妻市建設部建設課長 増 子  朋 哉 飯 田  薫 平成２９年４月１日 

 



報告第２号 

第７４回国民体育大会下妻市実行委員会事業報告 

 

 

年 月 日 経  過  概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年 

 

4月11日 ソフトボール競技会共催市県協会合同会議 

4月17日 第74回国民体育大会下妻市準備委員会第3回常任委員会 

4月25日 リハーサル大会開催申請書提出 

4月26日 
平成29年度第74回国民体育大会市町村競技施設整備費補助金交付

申請書提出 

5月15日 
平成29年度国体記録業務研修会 

第74回国民体育大会茨城県実行委員会第2回市町村連絡会議 

5月16日 
第74回国民体育大会下妻市準備委員会第3回総会 

第74回国民体育大会下妻市実行委員会第1回総会 

5月17日 
いきいき茨城ゆめ国体下妻市競技会場等設計業務委託に係る事業

者選定委員会 

5月18日 
平成29年度第74回国民体育大会市町村競技施設整備費補助金交付

決定 

5月21日 
第21回鬼怒川流域交流Ｅボート大会、第26回花とふれあいまつり

にてＰＲブース出展 

5月31日 

第 73回国民体育大会関東ブロック大会ソフトボール競技（少年男

子・少年女子）がいきいき茨城ゆめ国体競技別リハーサル大会に承

認される。 

6月10日 
第 72回国民体育大会関東ブロック大会ソフトボール競技組合せ抽

選会視察（群馬県） 

6月22日 国道125号小野子歩道橋広報啓発用横断幕設置 

7月5日 花いっぱい運動平成29年度試行栽培開始（市内小中学校12校） 

7月7日 第57回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会競技団体打合せ 

7月20日 いきいき茨城ゆめ国体第1回競技運営担当者会議 

7月28日 

～7月31日 
第57回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会 

7月31日 

～8月1日 
認知度向上ＰＲキャンペーン（県合同） 

 

 



 

 

 

 

 

 

年 月 日 経  過  概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8月2日 茨城国体競技会場運営研修会（第1回全体会議） 

 8月5日 第37回千人おどりにて国体ＰＲ 

8月10日 いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会応援募金箱設置 

8月18日 

～8月19日 

第 72回国民体育大会関東ブロック大会ソフトボール競技視察（監

督会議・審判会議・記録員会議、競技1日目） 

8月21日 
第 72回国民体育大会関東ブロック大会ソフトボール競技視察（競

技3日目、通過式） 

8月31日 茨城国体競技会場運営研修会（第1回ブロック会議） 

9月9日 第72回国民体育大会ソフトボール競技会組合せ抽選会視察 

9月28日 

～10月4日 
第72回国民体育大会ソフトボール競技会視察（愛媛県） 

10月5日 

～10月16日 
花いっぱい運動平成29年度試行飾花（４競技会場） 

10月26日 広報啓発用マグネット公用車貼付（茨城新聞に掲載） 

11月2日 茨城国体競技会場運営研修会（第2回全体会議） 

11月25日 筑波サーキット『耐久茶屋』にてＰＲブース出展 

  12月 13日 

～12月15日 
第72回国民体育大会東温市開催競技に関する事業概要説明会 

12月20日 

～12月22日 
第72回国民体育大会西条市開催競技に関する事業概要説明会 

 

 

平成３０年 

1月1日  下妻市庁内実施本部設置 

1月3日  第47回新春歩け歩け大会にて国体ＰＲ 

1月16日 新春のつどいにて国体ＰＲ 



報告第３号 
 

第７４回国民体育大会ソフトボール競技リハーサル大会概要 
 
１．大会概要 
 第７４回国民体育大会競技別リハーサル大会 
 第７３回国民体育大会関東ブロック大会ソフトボール競技会（少年男子・女子） 
 
 日 時：平成３０年８月１８日（土）～２０日（月）予備日 ２１日（火） 
     ※監督者会議及び開始式は、前日の８月１７日（金）に実施 
 会 場：砂沼球場（下妻市半谷７２４番地１） 
     柳原球場（下妻市柳原７９１番地１） 
     千代川運動公園野球場（下妻市鬼怒２５７番地） 
     千代川中学校グラウンド（下妻市鎌庭２７７７番地） 
 参 加：関東１都７県から少年男女１６チーム 
 主 催：公益財団法人日本体育協会／茨城県 他 
 主 管：茨城県 他 
 後 援：スポーツ庁 
 
２．内容 
 この大会は、関東各都県におけるスポーツの振興はもとより、スポーツの交流を通じ

て親睦と友情を深め、併せて地方文化の発展に寄与することを目的に開催されておりま

す。 
 また、今年福井県で開催されます第７３回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」に

おける関東ブロックの代表を決定する極めて重要な大会です。 
 関東ブロックを制する者は、全国を制すとも言われており、ハイレベルな戦いが予想

されます。 
 
【参考画像】 

  



報告第４号

愛顔つなぐえひめ国体での取り組み （輸送交通関係）

【 輸送バス 】

　愛顔つなぐえひめ国体では、県が依頼した輸送ＪＶ（旅行会社・バス事業者で構成）が一括してバスを確保

し、各市町村が輸送ＪＶと契約のうえ必要台数を調整・確保していた。

　バスの利用形態は主に　①参加チームバス　②シャトルバス（臨時駐車場―競技会場間の輸送）　③学校

観戦バスがあげられる。なお、えひめ国体ソフトボール競技でのバス使用台数実績は以下のとおりである。

10月1日 10月2日 10月3日 計 10月1日 10月2日 10月3日 計

チームバス 2 1 1 4 1 0 0 1

シャトルバス 7 5 6 18 2 2 2 6

学校観戦バス 0 4 3 7 0 17 11 28

計 9 10 10 29 3 19 13 35

※東温市のシャトルバスはバスケットボール競技（成年男子）の観覧者輸送と兼務

【 駐車場 】

　一般観覧者の駐車場について、東温市（少年男子会場）は競技会場内の駐車場に加えて臨時駐車場を

設けてシャトルバスによる輸送をおこなっていた。西条市は競技会場内の駐車場のみで対応し、最寄駅から

シャトルバスを運行していた。競技会１日目は出場チームが多いため、各競技会場の駐車場が満車になる

時間帯もあった。また、地元代表チームや近隣県代表チームの試合がある時間帯も駐車場が混雑した。

　　　　　　駐車場満車時は、空きスペースを利用
　　　　　　して駐車台数を確保していた

　雨天時の駐車場の様子
　スタッフは雨具等の準備が必要

東温市（ソフトボール少年男子） 西条市（ソフトボール少年女子）

　　　　　　　　　　　シャトルバス運行の様子
　　　　　　　　　　　　（写真右側が乗降所）

バス乗降所のシャトルバス案内看板



えひめ国体ソフトボール競技における駐車台数実績

■東温市ソフトボール競技（少年男子）

　※東温市総合公園はバスケットボール競技（成年男子）来場者の駐車台数を含む

　※③の駐車場利用者は大会スタッフと観覧者で、パーク＆バスライド（シャトルバス）により輸送
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■西条市ソフトボール競技（少年女子）

　※競技会係員と競技会補助員はパーク＆バスライドによる輸送のため駐車台数に含まれない　
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③中央公民館・河川敷日時 ①総合公園・周辺駐車場

10月2日
（月）

45台

124台

348台

134台

160台

②かすみの森公園

64台

120台

10月1日
（日）

348台

161台

253台

40台 675台

145台

311台 176台

60台

80台

75台

180台 10台 190台

競技会場：東予運動公園

日時 ①公園駐車場 ②臨時駐車場（公園裏） 計

60台 171台

99台 40台

30台

136台

10月3日
（火）

285台 136台

42台 118台

348台 209台80台

―

555台 55台 610台

560台 60台 620台

360台 20台 380台

155台

70台 398台

27台

227台 180台

10月3日
（火）

240台 0台 240台

304台 0台 304台

330台 0台 330台

10月2日
（月）

155台 0台 155台

86台 0台 86台

10月1日
（日）

421台

計

競技会場：東温市総合公園、かすみの森公園
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637台

1063台

232台

298台

568台

484台

243台

404台

784台
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357台 80台 154台

343台 200台 241台

68台



【 警  備 】

　競技会場内については、夜間警備を警備会社に委託しておこなっていた。また、競技会場の入口等、車両の

通行が多い場所への交通誘導員の配置、入場制限エリアへの警備員の配置がなされていた。

　また、駐車場にも誘導・案内係員が配置されていた。

【 消防防災 】

　消防・警備本部には消防署員を配置し、緊急対応時に備えていた。また、救急搬送が必要となった際は救護

係と連携する体制を取っており、競技会場内に救急車を配置していた。

　緊急時の連絡体制・初期消火マニュアル・避難誘導マニュアル等を作成し、大会スタッフに配布していた。

　　　消防警備本部のテント（消防署員の配置） 　　　競技会場への救急車の配置

　　　　　　競技会場入口の交通誘導員配置 　　入場制限エリアへの警備員配置



議案第１号 
 

第７４回国民体育大会下妻市リハーサル大会輸送計画（案） 
 
１ 目的 
 第７４回国民体育大会下妻市リハーサル大会の開催に際し、「第７４回国民体育大会下妻市輸送交通

業務実施要項」に基づき、輸送計画を作成し、輸送業務を円滑に行う。 
 
２ 定義 
(1) この計画において「自主移動」とは、持込車両・自家用車・公共交通機関等、自費による自主

的な移動をいう。 
(2) この計画において「計画輸送」とは、第７４回国民体育大会下妻市実行委員会（以下「実行委

員会」という。）が確保したバス・乗用車等による輸送業務をいう。 
(3) この計画において「大会参加者」とは、次に掲げる者とする。 
  ア 選手・監督 
  イ 競技役員 
  ウ 競技会係員、競技補助員、競技会補助員 
  エ 報道関係者、視察員 
 
３ 輸送 
(1) 選手・監督の輸送 
   原則、自主移動とする。 
(2) 競技役員の輸送 
   原則、自主移動とするが、実行委員会が必要と認めた場合は計画輸送を実施する。 
(3) 競技会係員、競技補助員、競技会補助員の輸送 
   原則、自主移動とするが、実行委員会が必要と認めた場合は計画輸送を実施する。 
(4) 報道関係者、視察員の輸送 
原則、自主移動とする。 

(5) 一般観覧者の輸送 
   原則、自主移動とする。ただし、パーク＆バスライド指定の駐車場を利用する場合は、無料の

シャトルバスによる計画輸送を実施する。 
 
４ 駐車場 
(1) 大会参加者及び一般観覧者の駐車場は、競技会場内に駐車可能なスペースが十分に確保できな

い場合や施設の立地等を考慮し、必要に応じて競技会場外に臨時駐車場を確保する。 

(2) 駐車場への誘導を円滑に行うため、大会関係車両等に対し必要に応じて駐車許可証を交付する。 
(3) 大会関係者及び一般観覧者が指定外の周辺駐車場等へ駐車することがないよう、周知徹底を図

る。 



５ 来会方法等の把握 
 競技団体と連携し、事前に選手・監督等の来会時における交通手段や宿泊施設等の把握に努める。 
 
６ その他 
 本計画に記載のない事項等については、必要に応じて関係機関と協議し決定する。 
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画
輸
送

―
0
下
妻
公
民
館
駐
車
場
集
合

8
設
営
業
者

4
自
主
移
動

砂
沼
球
場
南
側
ス
ペ
ー
ス

1

9
視
察
・
報
道
員

1
5
自
主
移
動

砂
沼
球
場
駐
車
場

近
隣
臨
時
駐
車
場

5

1
0
一
般
観
覧
者

3
00
自
主
移
動

砂
沼
球
場
駐
車
場

近
隣
臨
時
駐
車
場

2
34

5
17

駐
車
台
数
（
最
大
）

2
62

※
駐
車
場
別
内
訳

駐
車
場
名

台
数

1
砂
沼
球
場
駐
車
場

6
4
※
別
途
チ
ー
ム
バ
ス
4
台
駐
車
ス
ペ
ー
ス
あ
り

2
砂
沼
球
場
南
側
ス
ペ
ー
ス

7

3
木
村
自
動
車
敷
地

6
0

4
ク
ミ
ア
イ
ガ
ス
セ
ン
タ
ー
下
妻
敷
地

5
0

5
塚
越
設
備
・
塚
越
自
動
車
・
鮨
和
敷
地

6
5

6
宅
建
協
会
県
西
支
部
敷
地

1
6

2
62

合
計

合
計

＜
参
考
＞
各
競
技
会
場
駐
車
台
数
等
見
込
一
覧



柳
原
球
場
（
少
年
男
子
競
技
会
場
）
　
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
駐
車
台
数
等
見
込
一
覧

会
期
：
平
成
3
0年
8
月
1
8日
（
土
）
4
試
合
、
4
チ
ー
ム
来
場
予
定
　
　
8
月
1
9日
（
日
）
2
試
合
、
4
チ
ー
ム
来
場
予
定

※
人
数
・
台
数
は
1
日
最
大
（
概
数
）

※
P
＆
B
R
 ：
 パ
ー
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ス
ラ
イ
ド

輸
送
対
象
者

人
数

輸
送
方
法

駐
車
場

台
数

備
考

1
選
手
・
監
督

7
2
自
主
移
動
（
持
込
バ
ス
＋
乗
用
車
）

柳
原
球
場
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
駐
車
場

8
バ
ス
4
台
駐
車
予
定

2
大
会
・
競
技
会
役
員

1
0

柳
原
球
場
駐
車
場

3

3
競
技
役
員

2
8
自
主
移
動
（
乗
合
せ
）

柳
原
球
場
駐
車
場

1
0
ビ
ア
ス
パ
ー
ク
下
妻
か
ら
乗
合
せ

4
競
技
補
助
員
（
高
校
生
・
中
学
生
）

1
3
自
主
移
動
（
保
護
者
送
迎
ま
た
は
自
転
車
）

柳
原
球
場
駐
輪
場

（
1
3）

5
事
務
局

3
柳
原
球
場
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
駐
車
場

1

6
競
技
会
係
員
（
市
職
員
）

4
3
自
主
移
動
（
公
用
車
乗
合
せ
）
＋
計
画
輸
送

柳
原
球
場
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
駐
車
場

1
0
下
妻
公
民
館
駐
車
場
か
ら
乗
合
せ

7
競
技
会
補
助
員
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

1
5
自
主
移
動
ま
た
は
計
画
輸
送

柳
原
球
場
駐
車
場

1
5

8
設
営
業
者

4
自
主
移
動

柳
原
球
場
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
駐
車
場

1

9
視
察
・
報
道
員

1
5
自
主
移
動

柳
原
球
場
駐
車
場

5

1
0
チ
ー
ム
関
係
者
（
応
援
）

1
20
自
主
移
動

柳
原
球
場
駐
車
場

6
0
1
チ
ー
ム
×
1
5台

1
1
一
般
観
覧
者

5
00
シ
ャ
ト
ル
バ
ス

イ
オ
ン
モ
ー
ル
下
妻

3
00
イ
オ
ン
モ
ー
ル
下
妻
か
ら
P
＆
B
R

8
23

駐
車
台
数
（
最
大
）

4
13

※
駐
車
場
別
内
訳

駐
車
場
名

台
数

1
柳
原
球
場
駐
車
場

9
5

2
柳
原
球
場
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
駐
車
場

2
6
※
別
途
チ
ー
ム
バ
ス
4
台
駐
車
ス
ペ
ー
ス
あ
り

3
柳
原
球
場
西
側
敷
地

1
0

4
イ
オ
ン
モ
ー
ル
下
妻
駐
車
場

3
00

4
31

合
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千
代
川
運
動
公
園
野
球
場
、
千
代
川
中
学
校
（
少
年
女
子
競
技
会
場
）
　
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
駐
車
台
数
等
見
込
一
覧

会
期
：
平
成
3
0年
8
月
1
8日
（
土
）
8
試
合
、
8
チ
ー
ム
来
場
予
定
　
　
8
月
1
9日
（
日
）
4
試
合
、
6
チ
ー
ム
来
場
予
定
　
　
8
月
2
0日
（
月
）
1
試
合
、
2
チ
ー
ム
来
場
予
定

※
人
数
・
台
数
は
1
日
最
大
（
概
数
）

輸
送
対
象
者

人
数

輸
送
方
法

駐
車
場

台
数

備
考

1
選
手
・
監
督

1
44
自
主
移
動
（
持
込
バ
ス
＋
乗
用
車
）

千
代
川
中
学
校
駐
車
場

1
6
バ
ス
8
台
駐
車
予
定

2
大
会
・
競
技
会
役
員

1
5

千
代
川
中
学
校
駐
車
場

5

3
競
技
役
員

5
8
自
主
移
動
（
乗
合
せ
）

千
代
川
中
学
校
敷
地

2
0
ビ
ア
ス
パ
ー
ク
下
妻
か
ら
乗
合
せ

4
競
技
補
助
員
（
高
校
生
・
中
学
生
）

6
1
自
主
移
動
（
保
護
者
送
迎
ま
た
は
自
転
車
）

千
代
川
中
学
校
駐
輪
場

（
6
1）

5
事
務
局

6
ふ
れ
あ
い
ハ
ウ
ス
駐
車
場

2

6
競
技
会
係
員
（
市
職
員
）

8
4
自
主
移
動
（
一
部
公
用
車
乗
合
せ
）

道
路
占
用
部
分

商
工
会
千
代
川
支
所

4
0
公
用
車
合
せ
は
下
妻
公
民
館

駐
車
場
集
合

7
競
技
会
補
助
員
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

3
0
自
主
移
動

道
路
占
用
部
分

3
0

8
設
営
業
者

8
自
主
移
動

千
代
川
中
学
校
駐
車
場

2

9
視
察
・
報
道
員

3
0
自
主
移
動

近
隣
駐
車
場

1
0

1
0
一
般
観
覧
者

6
00
自
主
移
動

近
隣
駐
車
場

4
00

1
,0
36

駐
車
台
数
（
最
大
）

5
25

※
駐
車
場
別
内
訳

駐
車
場
名

台
数

1
千
代
川
中
学
校
駐
車
場

5
1
※
別
途
チ
ー
ム
バ
ス
8
台
駐
車
ス
ペ
ー
ス
あ
り

2
千
代
川
中
学
校
敷
地

3
0

3
市
道
占
用
部
分

5
0

4
千
代
川
運
動
公
園
駐
車
場

1
34
※
保
育
園
送
迎
車
両
分
確
保

5
ふ
れ
あ
い
ハ
ウ
ス
駐
車
場

4

6
千
代
川
庁
舎
・
公
民
館
駐
車
場

1
39
※
大
会
最
終
日
は
月
曜
日
の
た
め
、
来
庁
者
分
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
確
保
。
千
代
川
庁
舎
出
勤
職
員
は
旧
千
代
川
中
に
駐
車

7
商
工
会
千
代
川
支
所
駐
車
場

2
0

8
旧
千
代
川
中
学
校

4
00
※
土
曜
・
平
日
は
保
育
園
職
員
が
駐
車
、
平
日
は
千
代
川
庁
舎
出
勤
職
員
が
駐
車

8
28

合
計

合
計



議案第２号 
 

第７４回国民体育大会下妻市リハーサル大会警備員配置計画（案） 
 
１ 目的 
 第７４回国民体育大会下妻市リハーサル大会の開催に際し、「第７４回国民体育大会下妻市警備・消

防防災業務実施要項」に基づき、警備員配置計画を作成し、警備業務を円滑に行う。 
 
２ 警備員配置対象 
(1) 警備員配置対象施設 

  原則として、競技会場、駐車場（臨時駐車場を含む）及び周辺道路とする。 
(2) 警備員配置期間 

  原則として、会場設営が完了した日から競技終了日までの必要な期間とする。 

(3) 警備員配置時間 

   競技の実施に合わせ、別途定める。 
 
３ 警備員の業務 
(1) 交通誘導警備 
  ア 競技会場の駐車場における指定車両の識別（駐車許可証等の確認）及び誘導 
  イ 競技会場周辺及び臨時駐車場における車両及び歩行者の整理並びに誘導 
  ウ 違法駐車の防止及び排除 
(2) 夜間警備 
  ア 競技会場内（施設・仮設物・備品・装飾物等）の火災及び盗難・損壊等の防止 
  イ 不審者及び不審物への警戒 
  ウ 事故発生時における関係機関等への通報 
(3) 会場警備 
ア 競技会場内における不審者及び不審物に対する警戒 

  イ 競技会場内における不審者及び不審物に対する認知または発見時における関係機関等への通
報と適切な初動措置 

  ウ 写真等撮影禁止区域内での撮影者への対応（撮影規制区域等における撮影許可を受けていない
者への対応も含む） 

(4) その他 
ア 事故発生時、緊急時における大会参加者への伝達及び関係機関等への通報 

  イ 大会参加者等の生命、身体及び財産を守るために必要な警備 
  ウ 警察及び消防活動への協力 
 
４ その他 
本計画に記載のない事項等については、必要に応じて関係機関と協議し決定する。 



 

 

 

第７４回国民体育大会下妻市実行委員会会則 

        

第１章 総則 

 （名称） 

第１条 本会は、第７４回国民体育大会下妻市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

と称する。 

 （目的） 

第２条 実行委員会は、第７４回国民体育大会（以下「大会」という。）において、本市で

開催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に必要な準備を行うことを

目的とする。 

 （所掌事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。 

 (１) 競技会の開催及び運営に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

 (２) 競技会の開催及び運営に係る準備に関すること。 

 (３) 競技会の開催に必要な施設及び設備に関すること。 

 (４) 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

(５) 関係競技団体その他の関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(６) 市民のスポーツ意識の高揚に関すること。 

(７) その他実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第２章 組織 

 （組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

  (１) 関係競技団体その他の関係団体及び関係機関を代表する者 

  (２) 市職員 

(３) 学識経験を有する者 

  (４) その他会長が特に必要と認める者 

  （役員） 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

 (１) 会長   １名 

 (２) 副会長  １０名以内 

 (３) 常任委員 ３０名以内 

 (４) 監事    ２名 

 （役員の選任） 

第６条 会長は、下妻市長をもって充てる。 

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の同意を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 

参考資料１ 

平成２９年５月１６日 

準備委員会第３回総会決定 



（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長

が指名した順位により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行委員

会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞれの所

属の団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものとみなし、その後

任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充する

ことができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告す 

る。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１０条 実行委員会に、次の各号に掲げる会議を置く。 

 (１) 総会 

 (２) 常任委員会 

 (３) 専門委員会 

 （総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

４ 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。 

 (１) 競技会の開催及び運営に係る基本方針に関すること。 

 (２) 会則の制定及び改廃に関すること。 

 (３) 事業計画及び事業報告に関すること。 

 (４) 予算及び決算に関すること。 

(５) 常任委員会に委任する事項に関すること。 

(６) その他重要な事項に関すること。 



５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開催し、議決することはできない。ただし、

総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任

し、又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含

む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 会長は，必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

 （常任委員会） 

第１２条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 

 (１) 総会から委任された事項に関すること。 

 (２) 専門委員会の設置及び専門委員会への付託に関すること。 

 (３) 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

 (４) その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

８ 常任委員会は、前項第２号に規定する付託事項のうち、必要と認める事項については、

専門委員会に委任することができる。 

９ 常任委員会は、前２項の規定により審議決定した事項及び次条第３項の規定により専

門委員から報告があった事項を、必要に応じて次の総会に報告するものとする。 

１０ 前条第５項及び第６項の規定は、常任委員会について準用する。 

１１ 第８条の規定は、常任委員会の任期等について準用する。 

 （専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託された事項について調査し、及び審議し、その結

果を常任委員会に報告しなければならない。 

３ 専門委員会は、常任委員会から委任された事項について調査し、及び審議し、その結

果を必要に応じて常任委員会に報告する。 

４ 前３項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に諮

った上で、会長が別に定める。 

５ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

 

 第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１４条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな

いとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分する

ことができる。 

 



２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等に報告し、承認を

得なければならない。 

 

 第５章 事務局 

 （事務局） 

第１５条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を大会主管課内に置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 会計 

（経費） 

第１６条 実行委員会の経費は、交付金及びその他の収入をもって充てる。 

 （予算及び決算） 

第１７条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を

経て総会の承認を得なければならない。 

 （会計年度） 

第１８条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 第７章 解散 

 （解散） 

第１９条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て

解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

 第８章 補則 

 （委任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、会長が別に

定める。 

 

   付 則（平成２８年２月２５日総会議決） 

この会則は、平成２８年２月２５日から施行する。 

   付 則 
１ この会則は、平成２９年５月１６日から施行する。 
２ この会則の施行日前に、現に第７４回国民体育大会下妻市準備委員会の委員、役員、

顧問、参与又は専門委員である者は、この会則の規定により委嘱されたものとみなす。 
 
 



 

 

第７４回国民体育大会下妻市実行委員会専門委員会規程 

 

（趣旨) 

第１条 この規程は、第７４回国民体育大会下妻市実行委員会会則（平成２８年２月２５日

決定）第１３条第４項の規定に基づき、第７４回国民体育大会下妻市実行委員会専門委員

会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営について、必要な事項を定めるものと

する。 

（名称及び付託事項） 

第２条  専門委員会の名称及び第７４回国民体育大会下妻市実行委員会常任委員会からの付

託事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条  専門委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

(1) 委員長    １名 

(2) 副委員長  若干名 

（役員の選任） 

第４条  委員長及び副委員長は、専門委員のうちから第７４回国民体育大会下妻市実行委員

会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ

委員長が指定した順位により、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営について必要な事項は、委員長が

別に定める。 

 

付 則  

この規程は、平成２９年２月７日から施行する。 

付 則  

この規程は、平成２９年５月１６日から施行する。 

平成２９年５月１６日 

準備委員会第３回総会決定 
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別表（第２条関係） 

名  称 付  託  事  項 

総務企画専門委員会 １ 総務企画に関すること。 

２ 財務に関すること。 

３ 広報に関すること。 

４ 市民協働に関すること。 

５ 歓迎・接伴に関すること。 

６ 他の専門委員会に属さない事項に関すること。 

競技式典専門委員会 １ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 競技用具・施設に関すること。 

宿泊衛生専門委員会 １ 宿泊に関すること。 

２ 医事・衛生に関すること。 

輸送交通専門委員会 １ 輸送・交通に関すること。 

２ 警備・消防に関すること。 

 



 

 

第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画 

 

１ 趣旨 

第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」（以下「茨城国体」という。）の開催に

向け、市民の総力を結集し、心からのおもてなしで下妻市ならではの個性と魅力ある大会

の実現に努めるとともに、市民と行政の協働を推進し、新たな活力とにぎわいを創出する

大会を目指すため、第７４回国民体育大会下妻市基本方針に基づき開催推進総合計画を定

めるものとする。 

 

２ 主要項目 

（１）総務企画 

県、競技団体、関係機関及び関係団体（以下「県等」という。）と連携し、茨城国体

下妻市ソフトボール競技会を成功させるとともに、本大会を一過性のものとせず、将来

のまちづくりにつながるものとするため、本計画を基に主要項目ごとの詳細な実施計画

を策定し、施策を推進する。 

  ・総合計画進行管理  

  ・年次計画進行管理  

   

（２）財務 

県等との相互協力のもと、簡素な中にも実りある国体を目指し、適切で効率的な財務

運営を行う。また、国体事業推進に向けて様々な協賛を募り、市民総参加による大会と

する。 

・国体開催経費予算編成 

  ・リハーサル大会開催経費予算編成 

  ・国体事業への協賛推進 

 

（３）広報 

茨城国体に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を積極的に

展開するとともに、下妻市を訪れる方々をはじめ、全国に歴史・伝統・文化・自然・食

など下妻市の魅力を発信する。また、国体開催の成果を永く記録に留めるため、大会記

録報告書等を編纂する。 

  ・広報展開(印刷物・メディア・啓発イベント・工作物等) 

  ・大会記録報告書の編纂 
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（４）市民協働 

市民総参加のもと一丸となって大会を盛り上げ、市民一人ひとりが活躍する大会とす

る。また、国体開催の意義を広めるとともに、茨城国体の経験をその後の市民協働によ

るまちづくりにつなげる。 

  ・運営ボランティアの募集及び活動推進  

・歓迎市民運動(花いっぱい運動、手づくりのぼり旗の作製等)の推進 

  ・文化プログラムの開催 

  ・環境美化活動の実施 

     

（５）歓迎・接伴 

選手や監督をはじめ、下妻市を訪れる方々を温かくお迎えするとともに、本市の観光、

芸術・文化、産業等を広く紹介する。また、下妻駅・道の駅しもつま等への国体案内所

の設置や、競技会場内における休憩所・売店の整備、観光ガイドブックの作成等を通じ、

もう一度訪れていただける心のこもったおもてなしに努める。 

  ・歓迎装飾の実施  

  ・案内所、休憩所、売店の設置  

  ・観光ガイドブック等の作成 

 

（６）競技運営 

県等と緊密な連携を図りながら、参加選手が日頃の練習の成果を十分に発揮できるよ

う、競技に必要な諸条件を整備し、競技会の準備・運営に万全を期す。 

  ・競技運営 

・競技役員等の編成  

  ・競技記録の集計、速報   

  ・リハーサル大会の開催 

 

（７）式典 

可能な限り簡素な装飾や演出に努めることを基本としつつ、創意工夫をこらし、温か

みのある運営に努める。 

  ・表彰式の実施  

  ・炬火イベントの開催  

 

（８）競技用具及び施設 

競技会の実施に必要な用具等の調達については、県等と十分協議し、遅滞のない、過

不足のない整備を行う。さらに、競技施設については、既存施設の有効活用に努めなが

ら、必要な施設の整備を図る。 

  ・大会に使用する競技用具の整備 

・競技施設の整備(看板、仮設スタンド、案内所などの臨時施設を含む) 



（９）宿泊 

宿泊施設その他関係機関との連携により、地場産品を使用した食事や心地よい宿舎の

提供など、十分にくつろいでいただける環境を整えるとともに、より多くの方々の受け

入れができる効率的な配宿体制の確立を図る。 

  ・監督・選手及び役員等の配宿 

  ・郷土色豊かな食事の提供 

 

（10）医事・衛生 

茨城国体にかかわる全ての方々の健康を確保するとともに、大会を快適な環境のもと

で開催するため、医療機関その他関係機関との連携を強化する。さらに、食品衛生及び

環境衛生に配慮するとともに、防疫対策及び医療救護体制の確立を図る。 

  ・食品衛生対策     

  ・環境衛生対策     

  ・防疫対策       

  ・医療救護体制の確立 

 

（11）輸送・交通 

下妻市の交通事情を勘案し、交通事業者その他関係機関との連携により、安全かつ効

率的で確実な輸送・交通体制の確立を図る。あわせて、交通混雑の緩和と環境への負担

軽減のためにも公共交通機関の利用を促進し、交通安全の徹底を考慮した輸送・交通体

制の確立を図る。 

  ・輸送対策   

  ・交通対策(駐車場確保を含む)  

  ・交通安全対策  

 

（12）警備・消防防災 

競技会場その他大会関係施設における安全面の確保や事故等の防止、大規模災害等の

非常時における緊急対応に万全を期するため、警察・消防その他関係機関と連携を密に

しながら、警備・消防防災体制の確立を図る。 

  ・警備対策 

  ・消防防災対策 

  ・大規模災害等の対策 

    

 

 



 
 

第７４回国民体育大会下妻市輸送交通業務実施要項 
 
１ 趣旨 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される、第７４

回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）における輸送交通業務の実施について、

万全を期するため必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

第７４回国民体育大会下妻市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、いきいき茨城ゆめ国体・

いきいき茨城ゆめ大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）と相互に連絡調整を図るとともに、

所轄警察署及び関係機関・団体等の協力を得て、輸送交通業務を実施する。 

 

３ 輸送交通業務の内容 

(1) 輸送対象者 

輸送対象者は、次に掲げる者とする。 

ア 選手･監督 

イ 競技役員 

ウ 競技会役員、競技会係員、競技補助員、競技会補助員 

エ 報道関係者、視察員 

オ 一般観覧者 

カ その他、実行委員会が必要と認めた者 

    ※上記、オ及びカを除いたものを以下「大会参加者」という。 

(2) 輸送交通業務の実施期間 

輸送交通業務の実施期間は原則として、公式練習日を含む競技会の会期中とする。ただし、特

別な事情があると認められる場合は延長する。 

(3) 輸送交通業務の範囲等 

ア 大会参加者の輸送範囲 

a  市が指定する乗降駅から宿泊までの間のうち、実行委員会が必要と認めるもの。 

b  総合開会式参加者（ア選手・監督及びイ競技役員）に係る宿泊から県実行委員会が設定する 

指定集合地までの間。なお、指定集合地において輸送業務を県実行委員会に引き継ぐものと 

する。 

c  競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎、その他大会関連諸行事の会場等の相互間。 

イ 一般観覧者の輸送範囲 

    a  競技会場、市が指定する乗降駅、遠隔地にある指定駐車場の相互間。 

 

 

参考資料４ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 



ウ 輸送方法 

a  輸送については、原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機関による輸送が 

困難な場合及び競技の実施に著しく支障がある場合は、計画輸送を行う。 

 

４ 輸送力の確保 

(1) 臨時バスの運行等 

実行委員会は、必要と認められる場合に、関係機関･団体に対し、臨時バスの運行、バス路線

の変更及び停留所の臨時設置等を要請するとともに、必要な措置を講じる。 

(2) 車両の確保 

計画輸送に使用する車両については、借上げバス・タクシー等により行い、関係機関・団体等

の協力を得て、必要台数を実行委員会が確保する。 

(3) 予備車の確保 

実行委員会は、大会開催期間中、予備車を準備して緊急時に備える。 

 

５ 輸送業務の内容  

(1) 輸送計画の策定 

実行委員会は、関係機関･団体の協力を得て、輸送対象者、発着場所、発着時刻等を内容とす

る輸送計画を策定する。 

(2) 指定集合地の設定 

実行委員会は、輸送の効率化を図るため、必要に応じて関係機関・団体と協議のうえ指定集合

地を設定する。 

(3) 輸送経路の設定 

実行委員会は、参加人員、時間帯等を考慮し、関係機関・団体と協議のうえ輸送経路を設定す

る。 

(4) 輸送案内 

実行委員会は、必要に応じて主要な駅等に案内所を設置し、宿舎及び競技会場等への誘導案内

を行う。 

(5) 広域配宿における輸送 

実行委員会は、広域配宿によって下妻市以外に所在するホテル等を宿舎として利用する選手・

監督及び競技役員等の輸送を必要に応じて実施する。 

(6) 同一競技が２市町以上で行われる場合の輸送 

同一競技が２市町以上の会場地で行われる場合の輸送は、関係会場地実行委員会と協議のうえ

必要に応じて実施する。 

(7) 一般観覧者の輸送 

実行委員会は、一般観覧者の安全、円滑かつ効率的な輸送を行うため関係機関・団体の協力を

得て、必要な措置を講じる。 

 

 



６ 交通業務の内容 

(1) 交通規制 

実行委員会は、競技会の円滑な運営に万全を期するため、所轄警察署等の協力を得て、必要に

応じて競技会場周辺等における交通規制措置を講じる。 

(2) 案内・誘導 

実行委員会は、大会参加者及び一般観覧者を安全で正確かつ迅速に目的地へ誘導するため、必

要に応じて、主要道路、競技会場及びその周辺並びに駐車場等の案内・誘導看板等を設置する。 

(3) 交通整理 

実行委員会は、大会参加者及び一般観覧者の運行の安全及び競技会場周辺の混雑防止のため、

必要な箇所に係員を配置し、交通の整理誘導を実施する。 

(4) 路上駐車の防止 

実行委員会は、交通渋滞や交通事故発生の要因となる路上駐車を防止するため、所轄警察署の

協力を得て、競技会場周辺の巡回等必要な措置を講じる。 

(5) 指定駐車場の確保及び開設 

   実行委員会は、大会参加者及び一般観覧者が利用する車両台数を勘案し、関係機関・団体の協

力を得て、競技会場、練習会場の周辺等に必要な指定駐車場の確保に努める。なお、指定駐車

場が遠隔地となる場合は、シャトルバスの運行等必要な措置を講じる。 

(6) 指定駐車場の管理及び運営 

   実行委員会は、指定駐車場に係員を配置し、車両の適切な誘導を行い、事故防止に努める。 

(7) 駐車許可証の交付 

   実行委員会は、特に利用者を限定する必要がある特定の指定駐車場利用者に対して、事前に駐

車許可証を交付し、適切な車両誘導及び駐車場の円滑な管理運営を図る。 

(8) 交通環境整備 

   実行委員会は、大会期間中の環境への負荷の軽減と交通混雑の緩和のため、大会参加者及び一

般観覧者に対し、公共交通機関の利用推進及び自家用車での来場自粛を働きかける。 

(9)道路機能の保全 

   実行委員会は、大会関係車両の通行が予想される道路の破損箇所の補修など必要な保全対策及

び大会期間中、交通渋滞が予想される道路や競技会場等周辺道路における道路工事の抑制等に

ついて、関係機関へ協力を求める。 

 

７ その他 

(1) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

(2) ソフトボール競技のリハーサル大会における輸送交通業務実施についても、必要に応じてこの

要項を準用する。 

 

付則 

 この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 

 



 
 

第７４回国民体育大会下妻市警備・消防防災業務実施要項 
 
１ 趣旨 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される、第７４

回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）における警備・消防防災業務の実施につ

いて、万全を期するため必要な事項を定める。 

 

２ 警備業務 

(1) 基本的事項 

   大会関連施設の雑踏事故及びその他事件・事故の防止に取り組む。 

(2) 実施内容 

ア 大会開催前業務内容 

a  警備計画の作成に関すること。 

b  警備体制の整備・確立に関すること。 

c  実地踏査の実施に関すること。 

d  通信体制の整備・確立に関すること。 

e  業務に携わる警備員及び係員の確保と事前教育の実施に関すること。 

f  施設・構造物の安全対策の推進に関すること。 

g  関係機関との連絡協力体制の確立に関すること。 

      h  その他必要な警備業務に関すること。 

イ 大会期間中業務内容 

   a  大会関連施設及び周辺における犯罪の予防に関すること 

      b  雑踏事故、その他の事件・事故の防止に関すること。 

      c  大会関連施設及び必要と認める箇所での交通誘導警備に関すること。 

   d  選手・監督、役員、視察員、報道関係者その他関係者及び一般観覧者の大会関連施設での誘

導及び混雑防止の措置に関すること。 

   e  大会関連施設における避難通路の確保に関すること。 

   f  迷子、遺失物等への対応に関すること。 

      g  その他必要な警備業務に関すること。 

 

３ 消防防災業務 

(1) 基本的事項 

消防法等関係法令を遵守するとともに、下妻市地域防災計画及び各施設の消防計画に定められ

た事項に基づき、競技会場、練習会場、駐車場（以下「大会関連施設」という。）及び宿泊施

設の消防防災に取り組む。 
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(2) 実施内容 

ア 大会開催前業務内容 

   a  大会関連施設における消防防災体制の確立に関すること。 

   b  大会関連施設における消防用設備及び水利等の点検整備に関すること。 

   c  消防防災に必要な教育訓練の実施に関すること。 

   d  防火防災意識の高揚と、啓発活動の推進に関すること。 

   e  大会関連施設での避難訓練に関すること。 

      f  大会関連施設及び宿泊施設の予防査察に関すること。 

      g  その他必要な消防防災業務に関すること。 

イ 大会開催期間中業務内容 

   a  大会関連施設における火災等の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 

   b  大会関連施設の救急救助に関すること。 

   c  大会関連施設における避難経路の確保及び火災その他の災害発生時における避難誘導に関

すること。 

   d  その他必要な消防防災業務に関すること。 

(3) 広域配宿に係る対策 

広域配宿に係る対策については、関連機関及び宿泊市町村と調整し実施する。 

(4) 大規模災害等に係る対策 

大会の開催前及び開催期間中において、下妻市災害対策本部が設置された場合は、下妻市の防

災関係部局と連携し対応する。 

 

４ その他 

(1) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

(2) ソフトボール競技のリハーサル大会における消防防災・警備業務実施についても、必要に応じ

てこの要項を準用する。 

 

付則 

 この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 
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